
野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱の一部

を改正する告示を次のように定める。 

 

令和６年３月２９日 
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野田市告示第７５号 

 

野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱の一部を改正 

する告示 

 

野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱（令和４年野田市告示

第７８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第９号までを

１号ずつ繰り上げる。 

第３条中「住宅の要件は、次のとおり」を「住宅は、別表第２の補助対象設

備ごとの要件を満たすもの」に改め、各号を削る。 

第４条中「次の要件」を「別表第３の共通要件及び別表４の補助対象設備ご

との要件」に改め、各号を削る。 

第５条第１項中「別表第２」を「別表第５」に、「別表第３」を「別表第６｣

に改め、同条第３項中「集合住宅の」を「個人による集合住宅の」に、「１戸

につき」を「１戸に限り１回、マンション管理組合による窓断熱改修にあって

は１棟に限り」に改める。 

第６条中「次の各号」を「別表第７及び別表第８」に改め、各号を削る。 

第９条第２項を次のように改める。 

２ 財産処分制限期間は、別表第９のとおりとする。 

別表第１補助対象設備の種類の項中「設備の要件」を「補助対象設備の要件」 

に改め、同表定置用リチウムイオン蓄電システムの項中「令和３年度」を「令

和４年度」に改め、同表窓の断熱改修の項中「へ改修」の次に「（内窓の設置

を含む。）」を加え、「令和３年度」を「令和４年度」に、「１居室」を「１

室」に改め、同項の注の１を次のように改める。 

１ 室とは、壁、ドア、障子、襖
ふすま

等で仕切られている空間をいう。ただ

し、空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り（カーテン、ロールスクリ

ーン等）は、室を区切る仕切りとして認めない。 

 別表第１窓の断熱改修の項の注の２中「勝手口ドア」の次に「、玄関ドア」

を加え、同項の注に次のように加える。 



３ マンション等においては、１戸以上の窓の断熱改修を行う場合、エン

トランス、ロビー、階段、廊下等の居住の用に供していない共用部分の

窓の断熱改修についても補助対象とできる。 

別表第１太陽熱利用システムの項を削り、同表電気自動車の項中「令和３年

度」を「令和４年度」に改め、同表プラグインハイブリッド自動車の項中「電 

気」」の次に「又は「軽油・電気」」を加え、「令和３年度」を「令和４年度｣ 

に改め、同表一般住宅用充給電設備の項中「電気自動車」の次に「又はプラグ

インハイブリッド自動車（以下「電気自動車等」という。）」を加え、「令和

３年度」を「令和４年度」に改め、同表集合住宅用充電設備の項中「令和３年

度」を「令和４年度」に改める。 

別表第２窓の断熱改修の項中「窓付属部材費」の次に「、ガラスが付随する

ドア本体の購入費及びその交換に要する工事費」を加え、同表太陽熱利用シス

テムの項を削り、同表を別表第５とする。 

別表第３窓の断熱改修の項中 

「 

補助対象経費×１／４ 

（上限８万円） 
 を 

                          」 

「 

補助対象設備を導入する住宅が、別表第２「窓の断

熱改修」の（２）ア又はイに該当する場合 

補助対象経費×１／４ 

（上限８万円） 
に改め、同表太陽 

補助対象設備を導入する住宅が、別表第２「窓の断

熱改修」の（２）ウに該当する場合 

補助対象経費×１／４ 

（上限８万円×改修を行う戸数） 

                          」 

熱利用システムの項を削り、同表集合住宅用充電設備（急速充電設備・普通充

電設備・蓄電池付急速充電設備・充電用コンセント・充電用コンセントスタン



ド）の項中 

「 

（１基当たり上限５０万円）  を 

                          」 

「 

（上限５０万円×設置する充電設備の基数（複数口

の充電設備にあっては、その口数）） 
 に、 

                          」 

「 

（１基当たり上限１００万円）  を 

                          」 

「 

（上限１００万円×設置する充電設備の基数（複数

口の充電設備にあっては、その口数）） 
 に改め、同表を 

                          」 

別表第６とする。 

 別表第１の次に次の３表を加える。 



別表第２（第３条） 

補助対象設備の種類 補助対象設備を導入する住宅の要件 

家庭用燃料電池シス

テム(エネファーム) 

次のいずれかに該当すること。 

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する

市内に所在する住宅 

イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供す

るために市内に新築する住宅 

ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するた

めに取得する、未使用の設備が住宅を販売する

事業者等によりあらかじめ設置された市内に所

在する住宅 

エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自ら

が居住する市内に所在する住宅 

定置用リチウムイオ

ン蓄電システム 

(1) 補助金の交付を申請する日までに住宅用太陽光

発電設備（太陽電池を利用して電気を発生させる

ための定置型の設備であって、設置された住宅に 

おいて電気が消費されるものをいう。以下同じ。) 

が設置されていること。 

(2) 次のいずれかに該当すること。 

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する

市内に所在する住宅 

イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供す

るために市内に新築する住宅 

ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するた

めに取得する、未使用の設備が住宅を販売する

事業者等によりあらかじめ設置された市内に所

在する住宅 

エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自ら

が居住する市内に所在する住宅 
  



窓の断熱改修 (1) 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築

工事が完了していること。 

(2) 次のいずれかに該当すること。 

 ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する

市内に所在する住宅 

 イ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自ら

が居住する市内に所在する住宅 

 ウ 補助事業を実施する者が管理する、市内に所 

在する共同住宅又は長屋（以下「マンション等｣ 

という。） 

電気自動車、プラグ

インハイブリッド自

動車 

(1) 補助金の交付を申請する日までに住宅用太陽光

発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車

等に充電できること。 

(2) 補助金の交付を申請する日までに補助事業を実

施する者自らが居住する市内に所在する住宅であ

ること。 

(3) 別表第６に規定する住宅用太陽光発電設備及び

一般住宅用充給電設備を併設する場合の適用を受

けようとするときは、補助金の交付を申請する日

までに一般住宅用充給電設備を設置しているこ

と。 
  

一般住宅用充給電設

備 

(1) 補助金の交付を申請する日までに住宅用太陽光

発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入

されていること。 

(2) 次のいずれかに該当すること。 

 ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する

市内に所在する住宅 

 イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供す

るために市内に新築する住宅 



 ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するた

めに取得する、未使用の設備が住宅を販売する

事業者等によりあらかじめ設置された市内に所

在する住宅 

 エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自ら

が居住する市内に所在する住宅 

集合住宅用充電設備 (1) 既存のマンション等であり、設備はマンション 

等に属する駐車場（平置き、立体自走、機械式等) 

における充電設備として居住者が利用できるもの

であること。 

(2) 別表第６に規定する住民以外も充電設備を利用

可能な場合の適用を受けようとするときは、補助

金の交付を申請する日までに、集合住宅用充電設

備を導入するマンション等の敷地の外から、住民

以外も充電設備を利用することができることの記

載がされた案内板が確認できること。 

住民の合意形成のた

めの資料 

マンション管理組合が管理する既存のマンション等

であること。 



別表第３（第４条） 

補助対象設備の種類 補助対象者の要件 

第２条第１項に掲げ

る全ての補助対象設

備 

(1) 市税を滞納していないこと。 

(2) 補助対象設備の設置費等を負担し、当該設備を

所有すること（所有権留保付きローン（残価設定

型の契約を含む。）で購入し、所有者が販売店又

はファイナンス会社等である場合及びリースによ

り導入し、所有者がリース事業者等である場合を

含む。）。 

(3) 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、

設置者及びリース事業者が共同で補助事業を行う

ものとし、リース事業者は、リースを受ける者か

ら領収する月額リース料金を減額する形で補助金

相当分を還元するものとし、かつ、リース契約に

ついては、次のいずれかを満たすものとする。 

ア リース期間が第９条第２項に規定する財産処

分制限期間以上の契約となっていること。 

イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に

設置者が補助対象設備を購入する契約となって

いること。 



別表第４（第４条） 

補助対象設備の種類 補助対象者の要件 

家庭用燃料電池シス 

テム(エネファーム)､ 

定置用リチウムイオ

ン蓄電システム、一

般住宅用充給電設備 

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）に規定する本市の住民基

本台帳に記録されている者であること。 

(2) 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所

有し、補助事業を実施する者自らが居住する住

宅である場合は、全ての所有者から補助事業の

実施について同意を得ていること。 

(3) 補助対象設備を設置する住宅において、設置

する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自

ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この

要綱又は附則第２項の規定による廃止前の野田

市住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要

綱（平成２３年野田市告示第１８９号）に基づ

く補助を受けていないこと。 

(4) 定置用リチウムイオン蓄電システムにあって

は、設置する補助対象設備に対し、自ら又は自

らと同一の世帯を構成する者が、県の同種の補

助金の交付を受けていないこと。 
  

窓の断熱改修 補助対象設備を導入する住宅が、別表第２「窓の

断熱改修」の(2)ア又はイに該当する場合 

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規

定する本市の住民基本台帳に記録されている

者であること。 

(2) 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が

所有し、補助事業を実施する者自らが居住す

る住宅である場合は、全ての所有者から補助

事業の実施について同意を得ていること。 



(3) 補助対象設備を設置する住宅において、

設置する設備と同じ種類の補助対象設備に

対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成す

る者が、この要綱又は附則第２項の規定に

よる廃止前の野田市住宅用省エネルギー設

備等設置補助金交付要綱に基づく補助を受

けていないこと。 

 補助対象設備を導入する住宅が、別表第２「窓の

断熱改修」の(2)ウに該当する場合 

(1) 補助対象設備を設置する市内のマンション

等のマンション管理組合であること。 

(2) 補助対象設備を設置するマンション等にお

いて、この要綱に基づき同じ種類の補助対象

設備の補助を受けていないこと。 

電気自動車、プラグ

インハイブリッド自

動車 

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定

する本市の住民基本台帳に記録されている者で

あること。 

(2) 補助対象設備を導入する住宅において、申請

者がこの要綱に基づき同じ種類の補助対象設備

の補助を受けていない者であること。 

集合住宅用充電設備 (1) 補助対象設備を設置する市内のマンション等

のマンション管理組合又は所有者であること。 

(2) 補助対象設備の設置に当たって、国が実施す

るクリーンエネルギー自動車の普及促進に向け

た充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交

付決定通知を受けていること。 

(3) 同一の工事において、この要綱に基づき同じ

種類の補助対象設備の補助を受けていないこ

と。 
  



住民の合意形成のた

めの資料 

(1) 集合住宅用充電設備を設置しようとする市内

のマンション等のマンション管理組合であるこ

と。 

(2) 同一の工事において、この要綱に基づき同じ

種類の補助対象設備の補助を受けていないこ

と。 

 



 別表第６の次に次の３表を加える。 



別表第７（第６条） 

補助対象設備の種類 交付申請書の添付書類 

第２条第１項に掲げ

る全ての補助対象設

備 

(1) 補助対象設備の概要 

(2) 補助対象設備の設置費等に係る経費の内訳が記

載された契約書又は注文書等の写し（補助対象設

備の導入をリースで行う場合には、リース事業者

が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書

類及びリース契約書の写し） 

(3) 補助対象設備の設置費等の支払を証する書類及

び内訳書の写し（補助対象設備の導入をリースで

行う場合を除く。） 

(4) 貸与料金の算定根拠明細書（補助対象設備の導

入をリースで行う場合に限る。） 

(5) 市税に関する納税証明書 

(6) 住民票の写し（個人の場合に限る。)（補助対 

象設備が集合住宅用充電設備である場合を除く。) 

(7) 登記事項証明書（現在事項全部証明書又は履歴

事項全部証明書）（法人の場合に限る。） 

(8) その他市長が必要と認める書類 



別表第８（第６条） 

補助対象設備の種類 交付申請書の添付書類 

家庭用燃料電池シス 

テム（エネファーム) 

(1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類（カ

タログ又は仕様書等）の写し 

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真 

(3) 補助対象設備が未使用品であることを確認でき

る書類の写し 

定置用リチウムイオ

ン蓄電システム 

(1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類（カ

タログ又は仕様書等）の写し 

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真 

(3) 補助対象設備が未使用品であることを確認でき

る書類の写し 

(4) 補助対象設備を設置する住宅が別表第２「定置

用リチウムイオン蓄電システム」の(1)に掲げる要

件を満たすことを証する書類 
  

窓の断熱改修 (1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類（カ

タログ又は仕様書等）の写し 

(2) 補助対象設備の設置図面（平面図、立面図） 

(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真 

(4) 補助対象設備が未使用品であることを確認でき

る書類の写し（窓の性能を証明する書類の写しで

も差し支えない。） 

(5) 補助対象設備を設置する住宅が別表第２「窓の

断熱改修」の(1)に掲げる要件を満たすことを証す

る書類 

(6) マンション管理組合の現在の代表者が選定され

たことを証する書類（総会の議事録等）の写し及

び代表者の本人確認書類（マイナンバーカード、

運転免許証、健康保険証、住民票等）の写し（補



助事業を実施する者が法人格をもたないマンショ

ン管理組合である場合に限る。） 

(7) マンション等であることを証する書類（建築確

認通知書、建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第６条の規定による確認済証、賃貸契約書等 

でマンション等であることが明記されている書類) 

の写し（補助事業を実施する者がマンション管理 

組合である場合に限る。） 

電気自動車又はプラ

グインハイブリッド

自動車 

(1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類（カ

タログ又は仕様書等）の写し 

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真（保

管場所において撮影した写真） 

(3) 補助対象設備を購入する者が居住する住宅が別

表第２「電気自動車、プラグインハイブリッド自

動車」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書

類 

(4) 自動車検査証記録事項の写し 

(5) 別表第６に規定する住宅用太陽光発電設備及び

一般住宅用充給電設備を併設する場合の適用を受

けようとするときは、一般住宅用充給電設備を設

置していることを証する書類 

一般住宅用充給電設

備 

(1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類（カ

タログ又は仕様書等）の写し 

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真 

(3) 補助対象設備が未使用品であることを確認でき

る書類の写し 

(4) 補助対象設備を設置する住宅が別表第２「一般

住宅用充給電設備」の(1)に掲げる要件を満たすこ

とを証する書類 
  



集合住宅用充電設備

（急速充電設備・普

通充電設備・蓄電池

付急速充電設備・充

電用コンセント・充

電用コンセントスタ

ンド） 

(1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類（カ

タログ又は仕様書等）の写し 

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真 

(3) 補助対象設備が未使用品であることを確認でき

る書類の写し 

(4) 申請者の本人確認書類（マイナンバーカード、

運転免許証、健康保険証、住民票等）の写し（補

助事業を実施する者が個人である場合に限る。） 

(5) マンション管理組合の現在の代表者が選定され

たことを証する書類（総会の議事録等）の写し及

び代表者の本人確認書類（マイナンバーカード、

運転免許証、健康保険証、住民票等）の写し（補

助事業を実施する者が法人格をもたないマンショ

ン管理組合である場合に限る。） 

(6) マンション等であることを証する書類（建築確

認通知書、建築基準法第６条の規定による確認済

証、賃貸契約書等でマンション等であることが明

記されている書類）の写し 

(7) 一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出

した交付申請書類一式の写し 

(8) (7)の交付申請に係る交付決定書類の写し 

(9) 一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出

した実績報告書類一式の写し 

(10) (9)の実績報告に係る申請の額の確定書類の写

し（一般社団法人次世代自動車振興センターへ変

更の申請をしている場合に限る。） 

(11) 別表第６に規定する住民以外も充電設備を利

用可能な場合の適用を受けようとするときは、マ

ンション等の敷地の外から撮影した住民以外も充

電設備を利用することができることの記載がされ



た案内板及び周囲の景観が確認できる写真 

住民の合意形成のた

めの資料 

(1) マンション管理組合の現在の代表者が選定され

たことを証する書類（総会の議事録等）の写し及

び代表者の本人確認書類（マイナンバーカード、

運転免許証、健康保険証、住民票等）の写し（補

助事業を実施する者が法人格をもたないマンショ

ン管理組合である場合に限る。） 

(2) マンション等であることを証する書類（建築確

認通知書、建築基準法第６条の規定による確認済

証、賃貸契約書等で、マンション等であることが

明記されている書類）の写し 

(3) 作成した充電設備の設置場所見取図、平面図、

電気系統図、配線ルート図及び住民の費用負担の

シミュレーション等の資料の写し 

(4) マンション管理組合の総会で集合住宅用充電設

備の導入についての議論が行われたことが確認で

きる議事録等の写し 



別表第９（第９条第２項） 

補助対象設備の種類 財産処分制限期間 

家庭用燃料電池シス

テム(エネファーム) 

６年 

定置用リチウムイオ

ン蓄電システム 

６年 

窓の断熱改修 １０年 

電気自動車 ４年 

プラグインハイブリ

ッド自動車 

４年 

一般住宅用充給電設

備 

５年 

集合住宅用充電設備 ５年 



   附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


